
 福島市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月31日 

 

福島市長 馬 場 雄 基 

 

福島市条例第 13 号 

 

福島市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

福島市都市公園条例（昭和39年条例第64号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係） 

 ２ その他の施設  ２ その他の施設 

公園名 施設名 供用日 供用時間 

荒川運動公園 運動施設・レクリェーショ

ン施設 

４月１日から

11月30日まで 

午前６時から

午後６時まで 
（略） 

（略） 

（略） 
 

公園名 施設名 供用日 供用時間 

長老橋運動公

園 

運動施設・レクリェーショ

ン施設 

４月１日から

11月30日まで 

午前６時から

午後６時まで 

荒川運動公園 

（略） 

（略） 

（略） 
 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 


